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令和元年度の県内の森林環境譲与税の活用について 
令和元年 12 月 11 日 

千葉県農林水産部森林課 

 １ 森林環境税及び森林環境譲与税 

 （１）税の仕組み

 
 

  （２）各年度の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合並びに譲与基準 

 
 

 （３）県内市町村及び県への配分試算額（年額） 

      R1～ 市町村 31 千万円・県 8千万円、R4～ 市町村 47 千万円・県 12 千万円、  

                   …  R15～ 市町村 105 千万円・県 12 千万円 

 

 （４）使途 

市町村 ：間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の 

     森林整備及びその促進に関する費用に充てる 

都道府県：森林整備等を実施する市町村の支援等に関する費用に充てる 

 （上記の範囲内において、幅広く弾力的に活用することが可能とされている） 

注 ： 一部の団体においては超過課税が実施されている。
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個
人
住
民
税

均
等
割
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森 林 環 境 譲 与 税 （仮称）

私有林人工林面積、林業就業者数、人口により按分

（単位：億円）

※税収は粗い見込み値であり、計数全般について借入金利子を勘案し
ていない。

※課税開始初年度である平成36年度は、市町村への納付・納入が行わ
れるのが６月以降であり、都道府県を経由して国の譲与税特別会計に
払い込まれるまで時間を要すること等から、平年度化後の税収（約600
億円程度）の概ね半分の約300億円の譲与額となることが見込まれる。
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市町村：
都道府県の割合

【市町村分】

【都道府県分】

５０％ ： 私有林人工林面積 （※林野率による補正）

２０％ ： 林業就業者数

３０％ ： 人口

市町村分

都道府県分 市町村と同じ基準

森林環境税 

    森 林 環 境 譲 与 税   

  森林環境税   

    令和６年度から施行     令和元年度から施行 
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 ２ 県の活用状況 
 （１） 森林整備  

   ① 森林整備事前準備モデル事業    ② 森林経営管理集落支援モデル事業 

 

   ③ 森林クラウドの保守管理等 
   ④ サンブスギの無被害森林の調査（溝腐病の被害が少ない原因の調査等） 
 
 （２）担い手対策  

   ① 林業事業体が行う研修等支援 
   ② 里山活動団体間の連携推進（総合窓口運営、研修・イベント開催等） 
 
 （３）木材利用促進  

   ① 公共建築物等の内装の木質化等への助成 
   ② 公共建築物等への県産木材活用促進に向けた技術支援 
   ③ 県産木材の流通実態や市場ニーズ等の調査 
   ④ 県産木材の普及啓発（木育の推進） 
 

 

  

 森林整備に向けて計画作成や森林所有

者の意向調査等の事前準備を実施する市

町村を支援し、他の市町村の参考となる

マニュアルを作成する。 

（4 市町村への補助） 

 地域にモデル地区を設定し、森林所有

者組織の設立と所有者組織による森林整

備に向けた取組を、総合的に支援する。 

（4 市町村への補助） 
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 ３ 市町村の活用状況 

 （１）市町村の使途（令和元年 9月現在） 

 

＊1 複数の使途を検討している市町村があるため、合計数と各使途の数の計は一致しない。 

＊2 基金積立の他、森林クラウド利用料のみ支出する予定の市町村数を含む。 

  
 （２）市町村の森林整備の取組事例 

   ・森林所有者へのアンケート調査を実施し、その結果をもとに施策を検討。 

・森林整備の方針や長期計画策定を行う業務委託を発注。 
 （県の「森林整備事前準備モデル事業」により業務委託費を補助） 

・各市内のモデル地区において森林管理組織の準備会を立ち上げ、地区内の森林 

所有者の意向の取りまとめを実施。 
 （県の「森林経営管理集落支援モデル事業」により組織の活動を補助） 

令和元年度の 

使途 
市町村数 

森林整備 １１（20%） 

担い手対策 ３（ 6%） 

木材利用促進 ６（11%） 

普及啓発 6（11%） 

譲与税活用計 *1 ２0（37%） 

基金積立 ４7（87%） 

うち基金積立のみ *2 ３4（63%） 

基金積立の 

目的 
市町村数 

森林整備 ２5(46%) 

担い手対策 4( 7%) 

木材利用促進等 ２5(46%) 

執行残額積立 ３( 6%) 

基金積立計 *1 ４7(87%) 


